
議案第３０号 

大和郡山市道の本市行政区域内への設置について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第2 4 4条の３第１項の規定により、下記 

のとおり大和郡山市と協議の上、同市が本市行政区域内に大和郡山市道を設置

することについて、同条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

平成19年３月１日提出 

天理市長 南  佳 策 

記 

１ 公の施設の名称  大和郡山市道宮堂地内線 

２ 設 置 の 場 所  天理市二階堂南菅田町４０４番１ 

           天理市二階堂南菅田町４０４番２ 

           天理市二階堂南菅田町４０５番２ 

           天理市二階堂南菅田町４０５番３ 

３ 設 置 の 目 的  市道拡幅のため 

４ 位 置 図  別紙のとおり 
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